
茜
幽
境
那
人
業
舞
の
小
神
、
特
臆
「
鷲
瀧
」
に
就
い
て

浦
　
川
　
　
源
　
吾

調
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夫
は
、
各
民
族
の
古
代
の
歴
史
に
撃
て
見
る
や
う
に
、
支
那
の
古
代
に
於
て
も
、
紳
に
注
す
る
崇
拝

の
念
は
頗
る
熾
烈
で
あ
っ
π
。
荷
も
、
茸
雲
以
外
の
存
在
者
で
、
脅
己
以
上
の
不
思
議
な
カ
を
有
し
、

自
己
の
運
命
を
左
膚
す
る
カ
を
有
す
る
ご
考
へ
た
も
の
に
は
、
之
に
憩
が
宿
る
ε
信
じ
て
、
之
を
恐

れ
、
之
を
敬
し
、
野
点
供
養
に
山
っ
て
、
幸
輻
の
與
へ
ら
れ
ん
こ
ご
を
所
り
、
凶
鍋
を
與
へ
ざ
ら
む
こ
ご

を
求
め
た
。
斯
く
し
て
崇
拝
し
た
醤
象
は
頗
る
多
数
で
あ
る
。
い
ま
、
清
の
金
野
の
門
求
型
録
禮
説
｝

中
の
「
祭
祀
差
等
説
」
に
述
ぶ
る
所
に
從
っ
て
、
古
代
支
那
入
の
崇
慣
し
た
声
々
の
名
を
掲
げ
て
見
や

う
⊃
第
一
に
天
神
に
属
す
る
も
の
か
ら
掲
ぐ
れ
ば
、
天
棘
の
首
位
に
あ
る
は
天
で
あ
る
、
次
に
は
日
、

次
に
は
月
、
次
に
は
五
帝
、
次
に
は
星
．
次
に
は
辰
、
次
に
は
野
中
、
司
命
、
次
に
は
風
師
、
卜
師
、
次
に
は
司
民
、

司
腺
の
順
序
で
あ
る
Q
此
の
順
序
は
、
人
々
の
認
む
る
紳
の
カ
の
差
異
か
ら
．
之
に
解
す
る
崇
舞
め

度
、
禮
舞
供
養
の
度
を
異
に
す
る
ご
こ
ろ
か
ら
掌
る
順
序
で
あ
る
。
五
帝
ビ
は
黄
帝
、
大
綜
、
炎
帝
、
少

　
　
　
古
代
支
那
人
崇
舞
の
小
淋
、
特
に
「
五
絡
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧
七
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一
入

雌
、
額
頒
で
あ
る
。
星
辰
偏
心
定
命
風
師
雨
師
の
盛
者
は
、
画
題
の
所
説
に
擦
れ
ば
、
爾
書
画
典
の
六

宗
で
あ
る
。
司
書
ご
は
軒
煩
慮
で
、
地
上
の
人
間
の
口
数
を
司
る
紳
で
あ
る
。
司
緑
ご
は
交
昌
第

六
星
で
、
入
陽
の
運
命
を
司
る
紳
で
あ
る
。
次
に
地
示
に
属
す
る
榊
の
首
位
に
あ
る
は
地
、
次
に
は

肚
，
次
に
は
稜
、
次
に
は
五
淋
又
は
五
戸
、
次
に
は
五
宮
、
次
に
は
四
諦
、
次
に
は
海
、
次
に
は
四
濃
、
或
は
四

望
こ
も
言
ふ
，
次
に
は
山
川
、
次
に
は
総
評
墳
街
原
限
、
次
に
は
戸
、
竈
、
中
露
、
門
、
井
（
又
は
行
）
の
言
霊
、
次
に

は
四
方
百
物
の
紳
で
あ
る
。
冠
ご
は
土
地
の
紳
で
あ
る
、
後
に
句
龍
を
配
漏
し
た
。
緩
ε
は
穀
物

の
紳
で
あ
る
、
後
に
后
穆
を
配
飛
し
た
。
五
憩
又
は
五
飛
ε
は
句
芒
、
概
融
、
后
土
、
言
語
、
玄
冥
の
五
淋

で
あ
る
、
五
嶽
ビ
は
中
嶽
が
最
も
戴
く
、
他
に
束
嶽
、
西
嶽
、
南
嶽
、
北
嶽
の
四
三
を
併
せ
た
も
の
を
言
ふ

の
で
あ
る
。
四
鎭
ご
は
清
山
、
會
稽
山
、
覆
面
、
讐
無
留
山
で
あ
る
。
四
御
客
は
四
望
ご
は
黄
河
（
軍
に

河
ご
面
す
）
楊
子
江
（
輩
に
江
ご
屯
す
〉
潅
水
、
塩
水
を
指
し
て
言
ふ
の
で
あ
る
。
郵
ε
は
高
い
土
地
、
陵

ご
は
大
な
る
阜
、
墳
ご
は
掌
篇
、
術
ご
は
下
篇
、
原
ご
は
高
石
、
賑
ε
は
下
愚
の
地
を
云
ふ
。
最
後
に
人

鬼
に
属
す
る
も
の
の
最
首
位
は
宗
廟
で
あ
る
、
次
は
高
輪
、
次
は
先
聖
、
次
は
先
師
、
二
二
、
次
は
先
薔
、
次

は
先
鷲
…
、
先
炊
、
次
は
泰
属
の
順
序
で
あ
る
。
宗
廟
ご
は
櫨
先
の
神
霊
を
祀
る
所
で
あ
る
、
高
藤
ε
は

先
媒
の
紳
で
、
支
那
で
最
初
に
結
婚
の
禮
を
還
し
た
者
帥
ち
伏
犠
氏
で
あ
る
。
先
師
ご
は
古
昔
の

命
徳
の
入
で
大
鷺
に
敢
へ
た
入
、
先
老
ご
は
古
昔
の
三
老
五
更
で
あ
る
。
先
薔
ε
は
農
業
を
最
初



に
獲
明
し
た
入
で
あ
る
。
先
．
鷲
ε
は
養
慧
を
登
明
し
淀
人
、
先
炊
ご
は
熟
食
を
登
明
し
た
人
で
あ

る
。
泰
斗
ご
は
古
の
帝
王
、
諸
侯
の
後
な
き
者
で
、
其
の
露
魂
が
祭
ら
れ
す
に
依
鯖
す
る
所
が
な
く
、

好
ん
で
民
の
た
め
に
調
を
な
す
か
ら
之
を
瀧
る
の
で
あ
る
。
之
を
等
級
に
よ
っ
て
分
て
ば
、
天
、
地
、

宗
廟
は
一
等
で
あ
る
、
日
、
月
、
五
帝
、
胤
、
穫
は
二
等
で
あ
ぢ
、
藩
論
、
五
榊
、
四
望
、
山
川
は
三
等
で
あ
る
、
司
民
、

慧
智
、
邸
陵
墳
術
原
陽
…
、
高
煤
は
四
等
で
あ
る
、
先
聖
，
先
師
、
先
王
は
五
等
で
あ
る
、
五
祀
、
四
方
百
物
干
聯
、

先
薔
、
品
等
、
先
生
の
類
、
及
泰
属
は
六
等
で
あ
る
。
　
一
等
よ
り
三
等
に
至
る
ま
で
を
大
鷲
ざ
し
、
四
等

よ
り
五
等
ま
で
“
を
次
祀
と
し
、
六
等
を
小
祀
こ
す
る
。
　
此
の
部
類
分
け
の
標
準
は
、
恐
ら
く
祭
禮
の

繁
簡
，
祭
服
の
雲
叢
、
祭
牲
の
大
小
等
に
糠
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
斯
る
差
異
の
生
す
る
の
は
、
結
局

は
、
濯
ら
る
る
紳
に
饗
す
る
八
々
の
奪
崇
の
差
異
に
由
る
の
で
あ
ら
う
。
今
・
藏
に
述
べ
〃
ε
す
る

五
祀
は
二
巴
に
荒
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
五
紳
又
は
五
祀
を
指
す
の
で
な
く
、
六
等
で
あ
り
、
小
瀧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ン
カ
ン

で
あ
る
馬
飛
を
指
す
の
で
あ
る
。
鄭
玄
が
「
祭
法
め
注
に
言
ふ
如
く
、
「
人
間
之
小
罪
を
指
す
の
で

あ
る
。

6S9

maept

園

禮
記
の
月
倉
に
は
春
は
戸
を
祀
う
、
夏
は
竈
を
認
り
、
季
夏
に
は
中
蓋
を
捻
り
、
秋
に
は
門
を
祀
b
、

　
　
古
代
丈
那
人
漿
舞
の
小
融
、
特
に
「
五
祀
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
九
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二
〇

冬
に
は
行
を
記
る
ε
あ
る
○
呂
氏
悲
秋
に
も
月
令
ε
同
じ
や
う
に
記
し
て
あ
る
。
然
る
に
高
誘

の
注
に
は
「
行
は
門
内
の
地
、
多
の
守
り
は
内
に
在
り
、
故
に
之
を
滴
る
、
行
は
或
は
井
に
作
る
、
水
は
人

に
給
す
、
冬
は
水
、
王
π
）
、
故
に
之
を
祀
る
」
ご
あ
っ
て
、
行
で
あ
る
か
、
井
で
あ
る
か
、
要
領
を
得
ぬ
注
解

の
仕
方
を
な
し
て
居
る
。
然
し
高
誘
が
斯
く
注
し
π
の
に
は
聾
心
の
羅
馬
が
あ
る
。
そ
れ
は
自

理
事
の
「
五
典
」
に
は
、
門
、
月
、
井
、
竈
、
中
事
ご
、
行
で
は
な
く
て
井
を
堪
る
と
し
て
あ
b
、
叉
「
潅
南
子
」
の
「
時
劉

訓
」
に
も
、
多
に
は
井
を
遷
る
ε
し
て
あ
る
所
か
ら
來
た
折
衷
的
見
解
で
あ
ら
う
。
藥
琶
の
「
濁
籔
」
に

も
「
以
レ
行
平
レ
弁
謂
レ
行
。
冬
爲
二
太
陰
輔
盛
寒
爲
レ
水
、
認
二
之
子
行
日
　
ビ
言
っ
て
實
は
井
を
祀
る
も
の
で
あ
る
ざ

解
し
得
る
言
ひ
方
を
な
し
て
居
る
。
「
禮
記
」
の
門
祭
法
｝
に
は

　
地
車
二
階
磐
立
”
毛
祠
冒
司
命
。
日
中
露
。
日
國
門
。
日
興
行
。
日
泰
腐
。
臼
芦
。
日
竈
。
王
良
野
立
轟
七
半
叩

　
諸
侯
爲
レ
國
立
一
孟
聡
百
司
命
。
日
中
露
。
臼
開
門
。
田
隈
行
。
日
野
属
。
諸
侯
自
筆
立
一
　
五
祀
崎

　
大
夫
立
誰
三
筆
二
色
属
。
日
工
。
日
行
。
適
甲
立
三
訂
百
円
。
日
行
。
畳
叩
庶
人
立
二
祀
鱒
早
立
門
戸
。
或
立
レ
竃
。

ざ
あ
っ
て
。
月
倉
と
同
じ
く
井
で
な
く
て
行
を
麗
つ
た
や
う
に
書
い
て
あ
る
。
坐
法
の
記
事
は

金
幾
も
言
っ
て
居
る
や
う
に
随
分
雪
竿
で
あ
る
。
天
子
に
は
七
㍊
ビ
し
て
司
命
及
泰
属
を
加
へ

て
居
る
が
、
司
命
は
六
野
の
一
、
天
芝
に
鵬
す
る
も
の
で
あ
り
、
泰
属
は
帝
王
及
諸
侯
の
子
孫
な
く
し

て
祀
ら
れ
な
い
、
人
鬼
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
家
の
内
に
あ
る
戸
、
門
等
ビ
共
に
祀
ら
れ
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み
ご
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
　
天
子
を
七
灘
と
し
、
諸
侯
を
五
部
ご
し
、
大
夫
を
三
寵
ε
し
、
適
士
を
二
祀

ご
し
、
庶
士
導
入
を
一
記
ご
す
る
の
は
、
禮
は
上
下
貴
賎
に
慮
じ
て
数
を
異
に
す
る
一
種
の
理
油
邸

玉
算
の
考
へ
に
拘
束
せ
ら
れ
て
牽
彊
し
た
説
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
葬
の
場
合
に
、
天
子
は
七
ケ
月

で
藝
）
、
諸
侯
は
五
ヶ
月
、
大
夫
は
三
ヶ
月
、
士
は
月
を
甘
え
て
、
邸
二
ヶ
月
に
し
て
葬
る
規
定
ご
同
じ

仕
方
か
ら
、
祭
法
の
作
者
が
七
、
五
、
三
、
二
、
｛
の
数
を
以
て
、
階
級
に
よ
っ
て
、
祭
る
紳
の
数
を
按
配
し
た

も
の
で
あ
ら
う
。
此
の
数
の
不
合
理
な
こ
ご
は
、
禮
記
の
「
煙
出
下
」
に

　
天
子
祭
二
天
地
司
祭
西
方
幻
祭
　
山
川
雪
祭
孟
㍊
司
歳
偏
。
諸
侯
方
溜
。
祭
昌
山
・
川
馬
競
孟
飛
。
歳
偏
。
大
夫
祭
主
祀
幻
歳
偏
。

士
祭
　
其
先
司
」
ε
あ
り
。
禮
記
の
王
制
に
、

　
天
子
祭
天
地
明
諸
侯
祭
冠
覆
殉
大
夫
祭
｝
五
灘
輔

ε
あ
り
○
儀
禮
の
士
衷
禮
に
、

　
疾
病
行
薦
五
祀
司

ご
あ
り
、
禮
記
の
郊
特
牲
に

　
家
ま
中
需
哺
而
國
主
レ
証
。
示
レ
本
也
。

ε
あ
る
に
徴
し
て
明
で
あ
ら
う
。
郊
特
牲
の
家
は
中
露
を
圭
ビ
す
ご
は
、
中
雷
ご
は
土
紳
で
あ
る
、

家
ぜ
」
は
卿
大
夫
の
家
で
あ
る
、
卿
大
夫
の
家
で
は
土
脚
を
祭
る
に
中
毒
に
於
い
て
す
る
こ
ε
で
あ

　
　
　
賓
代
支
那
人
崇
拝
の
小
淋
、
聴
に
「
五
認
し
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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二

る
。
さ
す
れ
ば
話
法
に
大
夫
は
三
二
、
芸
濃
、
門
、
行
の
み
を
記
る
説
ご
拝
格
す
る
、
儀
禮
の
士
喪
禮
に

は
病
氣
危
篤
に
な
つ
元
町
五
祀
に
薦
る
こ
ご
を
書
い
て
あ
る
○
儀
禮
は
士
昏
禮
、
士
冠
禮
、
士
喪
濃

ご
士
の
字
を
冠
し
て
あ
る
が
實
は
大
夫
の
身
分
の
行
ふ
禮
儀
を
記
し
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
王
罰

や
曲
禮
や
の
大
夫
が
五
認
を
祭
る
こ
ε
に
一
致
す
る
わ
け
で
翌
翌
の
説
の
姜
當
で
な
い
こ
ε
は

朋
で
あ
ら
う
○
然
し
出
立
の
如
き
偉
大
な
経
管
者
で
す
ら
も
、
祭
法
の
所
説
に
誤
ら
れ
て
、
曲
禮
の

下
の
大
夫
が
五
井
を
祭
る
こ
ご
は
「
蓋
雪
晴
制
禦
」
ご
言
ひ
、
王
制
の
注
に
は
「
王
土
謂
　
司
命
也
。
中
雷
也
。

門
衛
。
行
也
。
腐
判
司
此
祭
謂
＃
大
夫
有
レ
地
家
塾
無
レ
地
離
レ
三
尊
。
」
ご
言
っ
て
居
る
。
患
家
の
常
こ
し
て
、
雌

が
二
代
の
綱
禮
だ
ご
信
認
す
る
こ
ご
ご
拝
領
す
る
記
述
が
経
書
の
中
に
あ
る
ビ
、
直
ち
に
こ
れ
は

般
の
禮
欄
で
あ
る
、
夏
の
禮
麟
で
あ
る
ご
安
芸
に
雪
乞
を
し
て
了
ふ
、
然
し
其
の
信
認
す
る
周
の
謹

制
な
る
岩
が
繋
る
疑
問
で
あ
る
。
郷
玄
は
祭
法
を
周
踊
ご
信
じ
、
そ
れ
と
二
野
す
る
曲
禮
の
五
就

を
般
の
禮
罰
ご
見
、
王
制
の
五
慾
を
大
夫
の
頷
地
を
有
す
る
者
の
祭
る
も
の
こ
見
た
、
牽
強
の
遊
は

明
に
見
得
ら
る
る
で
あ
ら
う
℃

　
男
持
の
中
の
行
に
就
い
て
、
月
雪
、
呂
氏
春
秋
、
祭
法
に
は
行
ご
い
ふ
字
に
し
て
あ
る
が
、
潅
南
子
時

期
論
，
自
警
通
に
は
井
ご
し
て
あ
る
。
誉
者
の
何
れ
が
理
に
近
い
か
、
之
に
就
い
て
金
幾
は
「
求
古
録

憶
説
」
の
多
「
測
レ
行
辮
」
の
中
に
、
大
要
次
の
様
な
こ
ご
を
言
っ
て
居
る
、
其
の
説
明
は
全
く
支
那
の
學
者
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「
流
の
理
論
に
よ
っ
て
居
る
が
、
其
慮
に
支
那
的
の
趣
が
あ
っ
て
興
昧
を
惹
か
れ
る
、
の
み
な
ら
す

薬
種
の
説
明
ご
し
て
は
最
も
要
當
で
あ
る
。
「
先
王
が
祭
祀
を
制
す
る
の
に
は
各
々
精
義
が
あ
っ

だ
、
春
ご
秋
ご
謝
し
、
戸
ご
門
こ
も
穿
持
す
る
、
卯
酉
は
日
月
の
門
芦
で
あ
る
、
故
に
門
戸
を
春
秋
の
中

に
悟
る
の
で
あ
る
、
戸
は
奇
で
あ
る
、
陽
で
あ
る
、
故
に
春
に
薦
る
、
門
は
偶
で
あ
る
、
陰
で
あ
る
、
故
に
秋

に
凝
る
、
火
は
夏
に
旺
で
あ
る
、
竈
は
火
で
あ
る
、
故
に
夏
に
認
る
、
水
は
多
に
旺
で
あ
る
、
井
は
水
で
あ

る
、
赦
に
多
に
祀
る
、
夏
ご
冬
ご
嘉
す
る
、
故
に
竈
ご
井
ご
も
亦
醤
す
る
、
若
し
多
に
行
を
記
る
と
す
れ

ば
行
ビ
竈
ビ
は
野
し
な
い
、
且
つ
行
の
冬
に
於
け
る
、
何
の
義
に
取
る
の
で
あ
ら
う
か
、
多
は
陰
に
厨

す
る
が
、
行
は
陰
で
は
な
い
、
多
は
藏
…
を
主
こ
す
る
が
行
は
藏
で
は
な
い
、
興
に
（
冬
、
行
を
古
る
こ
ご
は
）

遮
じ
な
い
こ
ご
で
あ
る
。
高
誘
が
潅
南
子
に
上
扇
を
し
て
「
井
は
或
は
行
に
作
っ
て
あ
る
、
行
は
門

内
の
地
で
あ
る
、
冬
の
守
り
は
内
に
あ
る
、
故
に
之
を
認
る
の
で
あ
る
、
」
ご
言
っ
て
居
る
が
、
然
し
中

広
も
戸
．
竈
も
、
門
も
、
軌
も
内
に
な
い
も
の
が
あ
ら
う
か
、
必
ず
行
を
以
て
内
に
あ
る
ご
し
ゃ
う
か
、
況

ん
や
行
愁
は
必
ず
し
も
門
内
に
は
な
い
、
行
は
外
を
主
ビ
す
る
か
ら
、
城
外
に
於
て
記
る
べ
き
で
あ

る
、
郎
溢
祭
で
あ
る
、
罫
紙
の
三
子
問
に
「
諸
侯
適
．
天
子
霊
追
而
出
。
」
ご
あ
る
斎
言
の
注
に
は
租
滋
ご
言

つ
・
て
居
る
。
叢
論
達
の
疏
に
は
「
祭
之
時
。
委
レ
土
量
レ
山
。
伏
瓢
血
汐
上
幻
使
者
爲
レ
戟
。
祭
｝
酒
肺
一
新
告
。
禮
畢
桀
レ
車
。

礫
グ
之
論
叢
行
。
」
ビ
あ
る
、
其
の
宮
内
の
行
帥
を
祭
る
載
ご
、
城
外
の
覗
祭
の
較
ε
は
、
糊
も
亦
異
っ
て

　
　
　
古
代
支
那
人
崇
葬
の
小
淋
、
特
に
「
五
麗
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
三
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四

居
な
い
、
聰
禮
を
案
ず
る
の
に
「
繹
二
二
子
行
ご
ご
あ
る
、
此
の
行
聯
は
固
よ
り
廟
門
外
の
西
方
に
あ
る
、

然
し
但
繹
幣
す
る
の
み
で
、
未
だ
二
っ
て
祭
ら
な
い
の
で
あ
る
、
記
に
「
雲
隠
輝
レ
載
。
祭
モ
酒
肪
已
　
ご
あ
る

が
、
此
憩
は
國
門
外
に
あ
っ
て
祭
が
あ
る
、
さ
れ
ば
二
三
が
初
め
二
五
し
て
巴
里
に
告
げ
、
後
出
で
て
、

國
門
外
に
載
壇
を
作
っ
て
之
を
瀧
る
、
行
を
祭
る
に
宮
内
で
し
な
い
こ
ご
は
明
で
あ
ら
う
。
禮
記

の
祭
法
に
は
天
子
、
諸
侯
が
國
行
を
瀧
る
の
は
、
國
門
の
下
に
位
す
る
、
こ
れ
は
却
っ
て
行
を
祀
る
の

が
野
外
に
あ
る
唱
誰
ざ
し
得
る
、
行
は
常
祀
で
は
な
い
、
必
ず
曳
行
す
る
場
合
に
祀
る
の
で
あ
る
、
戸
、

竈
等
の
毎
年
の
常
飛
と
身
命
に
す
る
こ
ご
が
出
戸
や
う
か
。
」
ご
○
以
上
が
金
野
の
多
煙
る
の
は
行

よ
り
も
寧
ろ
井
の
方
が
正
し
い
こ
す
る
議
論
の
大
旨
で
あ
る
、
陰
陽
の
思
想
や
五
行
の
思
想
か
ら

行
を
祀
る
こ
ご
の
不
合
理
を
説
い
て
居
る
、
本
々
斯
る
思
想
か
ら
割
出
し
て
制
定
し
た
儀
禮
制
度

で
あ
る
か
ら
、
斯
る
思
想
で
ま
た
其
の
不
合
理
を
指
摘
し
て
反
劉
す
る
の
は
當
然
の
こ
ご
ビ
首
肯

し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
○
爾
漢
野
地
時
代
に
は
五
祀
を
立
て
る
時
、
陸
中
に
井
が
あ
っ
た
、
階
唐
に

は
月
令
、
祭
法
の
五
就
を
墾
平
し
た
の
で
行
を
祀
っ
た
が
、
後
、
李
林
甫
の
徒
が
、
復
だ
辞
令
を
修
め
て
、

冬
叉
た
井
を
灘
っ
て
、
行
を
祭
ら
な
い
こ
ご
に
し
た
。
陰
陽
や
五
行
の
思
想
か
ら
推
さ
な
く
ご
も
、

戸
、
門
、
竈
呈
露
が
皆
家
の
岡
場
所
で
、
人
間
の
家
庭
生
活
に
重
大
の
關
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
之
を
沸
ε
し
て
祀
る
の
に
、
行
丈
が
只
一
つ
別
な
も
の
の
如
き
は
や
、
不
可
解
で
あ
る
。



然
し
考
へ
や
う
に
よ
っ
て
は
、
外
田
の
場
合
、
行
く
先
の
準
安
ご
無
事
ご
を
因
る
た
め
に
特
に
祭
る

も
の
ご
考
へ
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
然
し
井
の
方
が
行
よ
り
も
、
日
常
生
活
に
は
交
渉
が
一
層
密

接
で
あ
り
、
水
の
良
否
は
直
接
下
命
に
係
は
る
重
大
問
題
で
あ
る
、
良
き
水
が
興
へ
ら
れ
る
こ
ご
は

井
の
淋
に
甥
す
る
眞
切
な
る
希
求
で
あ
っ
π
に
違
ひ
な
い
、
此
等
の
黙
を
考
へ
て
、
金
鵬
の
説
に
替

成
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

三
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然
ら
ば
五
聖
を
祭
る
の
は
何
の
た
め
で
あ
る
か
、
叢
に
遣
憾
な
の
は
此
の
信
仰
の
心
理
的
根
篠

に
就
い
て
注
目
に
値
す
る
所
説
が
見
當
ら
な
い
こ
ビ
で
あ
る
。
全
く
支
那
入
一
流
の
見
方
で
あ

る
。
然
し
學
者
が
眞
面
目
に
信
じ
て
居
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
ご
し
て
其
の
見
方
に
よ
っ
て
述

べ
や
う
。

　
下
記
全
離
に
就
い
て
其
の
性
質
を
述
べ
て
あ
る
の
は
禮
記
の
骨
法
の
鄭
玄
の
注
で
あ
る
。
今

郷
玄
の
注
を
掲
ぐ
れ
ば
、

　
此
非
卜
大
榊
所
レ
所
一
一
報
大
事
一
者
島
也
。
小
芝
居
一
一
人
愚
問
明
司
下
察
一
小
過
鱒
作
ゆ
謎
告
品
者
爾
。

ご
あ
る
、
節
艶
等
の
五
つ
の
淋
は
人
間
の
日
常
生
活
す
る
家
屋
内
に
あ
る
所
の
者
で
、
人
間
の
行
爲

　
　
　
古
代
支
那
人
崇
葬
の
小
騨
、
特
に
「
五
祀
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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ハ

の
小
さ
き
過
失
を
監
察
し
、
人
間
に
反
省
せ
し
む
る
た
め
に
警
告
を
な
す
者
で
あ
る
。
人
聞
の
行

爲
の
重
大
な
る
得
失
に
甥
し
て
は
、
或
は
上
帝
、
或
は
租
先
の
霊
が
常
に
監
督
し
、
善
良
な
る
行
爲
に

暮
し
て
幸
禧
を
與
へ
、
不
善
な
る
行
爲
に
志
し
て
は
凶
渦
を
與
へ
る
も
の
で
る
る
ε
の
信
仰
を
、
古

代
の
支
那
・
入
は
強
く
懐
い
て
居
た
Q
前
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
戸
々
の
聞
に
は
等
級
が
あ
る
、
等
級

の
高
い
帥
は
其
の
有
す
る
威
力
が
大
で
あ
り
、
等
級
の
狡
い
も
の
は
其
の
有
す
る
威
力
が
小
で
あ

る
所
か
ら
、
鄭
立
は
五
祀
の
帥
が
入
間
の
小
過
を
察
す
る
ご
言
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
鄭
玄
の
此
の

銀
盤
の
言
葉
か
ら
見
れ
ば
、
此
等
の
五
紳
は
軍
に
入
間
の
行
爲
を
．
監
察
し
、
警
告
す
る
所
謂
威
巌
の

神
で
あ
る
や
う
で
あ
る
、
然
し
此
は
其
の
紳
性
の
一
面
を
の
み
述
べ
だ
も
の
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。

更
に
進
ん
で
一
々
の
紳
に
就
い
て
述
べ
て
見
や
う
。

　
先
づ
戸
に
就
い
て
言
へ
ば
、
戸
は
叢
記
の
月
命
、
自
虎
通
，
呂
氏
春
秋
潅
南
子
時
則
訓
、
藥
毯
の
濁
断

等
に
よ
れ
ば
春
に
亘
る
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
．
戸
ε
は
室
、
房
の
田
入
口
で
あ
る
、
戸
を
特
に
春
に
認

る
理
由
は
露
塵
に
あ
る
か
、
義
倉
の
鄭
玄
の
淫
に
は
、
「
春
陽
氣
出
。
祀
二
之
於
戸
内
輔
陽
也
。
一
ビ
言
っ
て

居
る
、
戸
を
陽
ε
い
ふ
の
は
、
戸
は
軍
扉
で
奇
数
で
あ
る
、
数
の
土
に
於
て
、
奇
数
を
陽
ざ
し
、
偶
数
を
陰

こ
す
る
、
春
は
一
陽
來
復
し
て
、
官
物
が
生
す
る
時
で
あ
る
、
戸
は
入
の
出
入
す
る
所
で
あ
る
、
且
戸
は

陽
で
あ
る
、
斯
く
春
ビ
戸
こ
の
類
似
の
思
想
か
ら
戸
を
春
に
語
る
ご
考
へ
た
の
で
あ
る
、
潅
南
子
時
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輿
訓
の
高
誘
の
注
に
も
、
春
戸
を
瀧
る
理
由
に
就
い
て
、
噛
蟄
伏
之
類
。
始
動
生
。
出
山
レ
戸
。
故
記
レ
β
。
」
ご

言
っ
て
居
る
○
鄭
玄
の
説
く
理
由
の
一
部
分
ご
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
、
自
害
通
の
五
飛
雪
に
は

五
罪
を
一
年
の
間
に
＝
過
す
る
の
は
五
行
に
順
ふ
か
ら
で
あ
る
ご
説
き
、
更
に
春
、
戸
を
蒙
る
理
由

は
「
春
暫
祭
レ
月
。
戸
者
。
入
所
鵠
出
入
司
亦
憲
萬
物
始
鯛
レ
戸
而
出
駕
。
」
ご
し
て
鄭
玄
や
高
誘
や
ご
約
同
じ
意

味
の
こ
ご
を
言
っ
て
居
る
。
然
し
萬
物
が
始
め
て
戸
に
鯛
れ
て
出
る
ご
い
ふ
こ
ε
は
如
何
な
る

こ
ご
で
あ
る
か
、
垂
伏
し
て
居
た
動
物
や
、
或
は
草
木
の
萌
芽
な
ご
が
、
地
表
に
毘
る
場
所
を
、
入
が
室
、

房
に
毘
入
す
る
戸
ご
同
じ
意
昧
の
も
の
だ
ご
考
へ
、
戸
に
溢
れ
て
出
る
ご
言
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
、

単
為
の
「
濁
断
」
に
も
、
「
丁
丁
。
爲
　
少
陽
査
ハ
叢
叢
出
生
養
。
祀
　
之
置
戸
一
℃
」
ご
言
っ
て
居
る
。
　
以
上
撮
げ
た

説
を
焦
し
た
學
者
は
皆
後
漢
の
入
で
あ
る
。
此
等
の
人
は
前
代
の
人
の
所
説
を
嘉
承
し
だ
も
の

で
あ
ら
う
が
、
租
先
以
寒
詣
承
さ
れ
て
居
る
風
窓
に
就
い
て
反
省
し
、
其
の
理
由
を
説
明
す
る
に
至

っ
て
、
彼
等
の
生
息
せ
る
時
代
一
般
の
思
想
を
借
り
來
つ
π
も
の
で
あ
る
、
其
時
代
一
般
に
流
行
し

た
思
想
の
重
な
る
者
は
陰
陽
五
行
の
思
想
で
あ
る
。
彼
等
は
そ
れ
に
よ
っ
て
此
の
宗
厳
的
響
慣

を
説
明
し
た
。
そ
れ
は
春
に
特
に
戸
を
点
る
理
由
の
説
明
こ
し
て
は
首
肯
さ
れ
る
が
、
然
し
何
故

戸
を
祀
る
か
の
理
由
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
何
故
戸
を
記
る
か
に
就
い
て
首
肯
す
み
に
足
る

古
人
の
説
明
が
見
當
ら
な
い
。
憶
ふ
に
戸
を
漏
る
の
は
門
を
凍
る
ご
同
じ
意
昧
で
あ
ら
．
・
ノ
。
戸

　
　
　
古
代
支
那
人
崇
舞
の
小
聯
、
特
に
コ
凱
祀
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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搬
入

も
門
も
人
の
出
入
す
る
所
で
あ
る
。
家
族
の
出
入
す
る
ば
か
り
で
な
く
。
家
族
以
外
の
者
の
出

入
す
る
所
で
あ
る
。
他
入
の
内
仁
は
家
族
に
幸
礪
を
齎
す
も
の
も
あ
ら
う
が
、
ま
た
凶
鍋
を
與
へ

る
だ
め
に
聰
る
も
の
も
あ
ら
う
○
門
戸
は
幸
幅
の
入
ロ
で
あ
る
ご
典
に
凶
繭
の
入
）
口
で
も
あ

る
。
幸
編
を
求
め
虚
血
を
避
け
よ
う
こ
す
る
の
は
人
間
の
常
情
で
あ
る
。
努
力
は
し
て
も
幸
爾

が
得
ら
れ
す
凶
漁
が
來
る
場
合
が
あ
る
。
人
間
の
カ
で
如
何
こ
も
す
る
こ
ビ
の
出
愚
な
い
場
合

が
あ
る
。
斯
る
場
合
に
は
人
間
以
上
の
カ
を
有
す
る
者
に
依
頼
し
て
凶
繭
を
避
け
よ
う
ご
す
る

希
求
の
心
が
起
る
、
そ
の
心
を
円
戸
に
投
影
し
て
時
戸
其
者
に
入
間
以
上
の
カ
の
存
在
を
認
め
、
其

の
カ
に
よ
っ
て
幸
薦
が
與
へ
ら
れ
、
凶
溺
が
除
か
れ
ん
こ
ご
を
求
め
、
之
を
紳
ご
し
て
漁
る
に
至
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
易
の
風
口
傳
に
人
間
が
門
を
登
明
し
た
こ
ご
を
説
明
し
て
、

　
重
．
門
撃
レ
析
。
以
待
＝
暴
甕
…
…
…
…
　
蓋
取
一
藷
豫
司
」

ご
言
っ
て
居
る
、
墨
客
ご
は
家
族
の
生
存
を
脅
か
し
、
露
語
を
硯
ふ
侵
入
者
で
あ
る
。
　
之
を
防
ぐ
が

た
め
に
門
は
設
け
ら
れ
た
こ
繋
僻
傳
の
作
者
は
考
へ
た
。
侵
入
者
を
防
ぐ
第
一
の
關
門
は
門
で

あ
る
、
次
に
直
接
家
族
を
保
挿
し
、
侵
入
者
を
防
禦
す
る
も
の
は
戸
で
あ
る
。
　
斯
の
如
く
門
戸
は
家

庭
生
活
の
安
全
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
、
其
慮
か
ら
門
戸
を
紳
ご
す
る
に
至
つ
ご
臆
測
す
る
の
で

あ
る
o



699

　
次
に
夏
に
は
竈
を
肥
る
理
由
に
就
い
て
、
月
旦
の
鄭
玄
の
注
に
は
「
夏
、
陽
警
世
熟
鵠
野
外
，
麗
乏
於
鍛
襲

從
昌
執
…
類
一
也
。
」
　
ご
説
き
、
潅
南
子
時
捻
挫
の
高
誘
の
注
に
は
、

　
覗
融
呉
回
。
璽
高
箒
氏
火
嚢
死
際
次
請
託
訓
認
於
竈
岡
是
月
銀
盤
。
故
祀
レ
竈
。
」

ご
言
ひ
、
自
虎
通
の
「
五
記
」
に
は

　
夏
祭
竈
者
。
火
之
主
。
人
所
　
以
宮
門
一
也
。
夏
亦
三
王
。
長
養
萬
物
已

ご
説
明
し
、
藥
窪
の
濁
断
に
は
、

　
竃
夏
。
爲
＝
太
陽
幻
其
氣
長
養
。
祀
乏
子
竈
叩

ご
説
い
て
あ
る
。
要
す
る
に
太
陽
π
う
こ
い
ふ
こ
ご
も
、
聖
王
す
ご
い
ふ
こ
ご
も
同
じ
意
味
で
あ

る
。
高
誘
の
説
く
こ
こ
ろ
で
は
竈
の
紳
を
祭
る
時
、
嘗
っ
て
高
辛
浅
の
火
傷
（
火
の
こ
ご
を
司
る
官
）

で
あ
っ
た
祝
融
及
臭
回
を
配
記
す
る
ご
あ
る
が
、
月
A
p
の
孔
頴
達
の
疏
に
は
此
の
竈
紳
に
配
し
て

祭
る
は
先
炊
の
人
で
あ
る
ご
説
い
て
居
る
。
先
端
の
人
ご
は
熟
食
を
登
明
し
た
人
、
入
営
に
属
す

る
紳
で
あ
る
。
禮
記
の
禮
器
篇
に
「
竈
者
是
老
婦
之
祭
」
ご
あ
る
の
は
熟
食
の
登
明
者
を
輿
入
ご
見
、

そ
れ
を
竈
神
の
主
膿
ご
考
へ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
善
誘
な
り
孔
穎
達
な
り
が
配
就
さ
れ
る
も
の

こ
考
へ
淀
も
の
を
主
禮
こ
し
て
居
る
。
瀦
ら
る
る
主
膿
が
漸
く
忘
れ
ら
れ
て
、
本
々
配
祀
の
地
位

に
あ
っ
た
も
の
が
却
っ
て
主
騰
の
如
く
考
へ
ら
る
る
場
合
は
な
い
で
は
な
い
。
例
へ
ば
魁
は
土

　
　
　
古
代
支
那
人
崇
葬
の
小
聯
、
特
に
「
五
祀
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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〇

地
の
紳
が
主
膿
で
、
句
龍
は
配
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
或
時
代
に
は
句
義
が
冠
の
棘
の

主
膿
の
如
く
考
へ
ら
れ
た
。
又
こ
れ
は
個
入
に
よ
っ
て
も
考
へ
方
が
異
る
こ
ご
も
あ
ら
う
。

禮
器
に
斯
る
見
方
の
記
さ
れ
て
あ
る
の
も
軽
機
の
事
情
に
基
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
ご
思
ふ
〇

　
六
月
に
中
露
を
出
る
、
中
露
ご
は
何
で
あ
る
か
、
虚
血
は
月
倉
の
注
に
「
中
墨
猫
二
申
付
一
也
。
土
ま
中
央
・

而
紳
在
レ
室
。
古
者
七
穴
。
是
嘉
名
レ
室
爲
泰
留
。
」
ご
言
っ
て
居
る
が
、
孔
穎
達
の
疏
に

　
瀕
7
以
必
在
一
室
中
祭
嘩
土
地
鵡
之
義
。
土
五
行
音
感
。
故
女
直
在
室
之
中
央
一
也
。
是
明
中
豊
所
L
祭
則
土
帥
也
。

　
認
証
註
二
憲
秋
λ
昭
公
二
十
九
年
）
云
在
レ
家
則
祀
【
卑
露
叩
在
レ
野
鼠
爲
レ
癒
。
又
郊
特
．
牲
云
。
家
主
二
中
露
蒲
國
主

　
レ
胤
。
駐
留
病
中
霧
紳
也
。
複
穴
者
窟
露
髄
。
古
強
熱
居
随
レ
地
而
造
。
潜
露
地
一
則
不
レ
襲
。
秘
戯
レ
愈
愈
レ
之
。
謂
レ
之

　
爲
レ
複
。
言
丁
於
匙
よ
重
複
爲
占
之
也
。
券
高
地
一
則
難
爲
9
欽
。
謂
レ
之
爲
レ
穴
。
其
形
皆
如
陶
竈
司
…
…
…
…
…
複
穴
皆

　
開
其
上
取
レ
明
。
故
爾
露
レ
之
。
是
以
後
因
名
レ
室
温
一
中
蚕
簿
。

ε
詳
し
く
説
明
し
て
あ
る
。
中
需
ε
は
皇
室
ご
言
ふ
こ
ご
で
あ
る
、
そ
れ
は
原
始
の
時
代
に
租
先

が
穴
居
の
生
活
を
志
ん
で
居
た
時
、
穴
の
中
央
の
上
部
に
光
線
を
容
属
す
る
た
め
に
孔
を
開
い
て

あ
っ
だ
、
そ
こ
か
ち
雨
が
入
っ
て
來
る
の
で
中
正
ご
言
っ
た
、
後
、
家
屋
の
建
築
が
な
さ
れ
る
や
う
に

な
っ
て
は
、
穴
居
の
霜
露
は
中
細
に
相
懸
す
る
の
で
、
画
品
を
記
る
や
う
に
な
っ
た
。
而
し
て
其
は

土
地
の
淋
で
あ
る
。
其
二
丁
駿
の
土
地
の
憩
は
醗
紳
で
あ
る
、
一
の
家
屋
の
建
て
ら
れ
て
居
る
宅
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地
の
紳
が
中
蒔
で
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
古
代
の
支
那
入
は
、
地
球
全
膿
の
騨
は
地
の
帥
、
國
中
の
土

地
の
騨
は
灘
、
家
の
あ
る
土
地
の
聯
は
中
露
ご
考
へ
て
居
た
こ
ご
が
分
る
。
　
居
を
ト
し
、
家
を
建
つ

る
に
際
し
て
、
長
家
の
占
め
や
う
こ
す
る
土
地
の
神
露
に
、
肖
己
の
家
族
の
保
安
を
所
面
す
る
た
め

に
中
学
の
紳
を
祀
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
潅
南
子
時
期
訓
の
高
誘
の
注
に
は
簡
軍
に
「
土
用
〆
事
。
故
祀
二

二
鴬
懸
軍
鼓
室
中
之
祭
祀
。
談
話
也
。
」
ご
言
ひ
。
　
自
掃
出
に
は
「
六
月
祭
」
中
露
髄
中
止
者
。
象
二
上
誌
面
中
央
一
也
。

六
月
磁
土
王
也
。
」
　
ご
言
ひ
、
藥
醤
の
濁
断
に
は
「
季
夏
六
月
。
土
愚
息
盛
。
其
瀧
離
串
露
岡
」
　
ご
言
っ
て
居
る
、

此
等
は
何
れ
も
五
行
思
想
に
由
っ
て
、
六
月
に
中
心
を
祀
る
理
由
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
秋
に
門
を
煮
る
、
門
に
は
左
右
の
爾
扉
が
あ
る
、
戸
が
輩
扉
で
、
奇
数
で
あ
り
陽
で
あ
る
に
凹
し
て

偶
数
で
あ
り
、
陰
で
あ
る
。
　
月
命
の
鄭
玄
の
注
に
は
「
秋
陰
貸
出
。
祀
昌
之
子
門
外
一
息
也
。
偏
ご
言
ひ
、
潅
南

子
時
劉
訓
の
高
熱
の
注
に
は
「
孟
秋
始
内
入
由
レ
門
。
故
祀
‘
門
。
」
ご
言
ひ
、
自
虎
通
に
は
「
秋
祭
レ
門
。
野
点
閉

藏
唐
固
也
。
秋
亦
離
物
成
熟
。
内
需
昌
宮
守
幽
也
。
」
ざ
言
ひ
、
濁
断
に
は
門
門
秋
。
爲
一
一
少
陰
，
其
氣
牧
成
。
塑
乏
干
門
。
」

ε
言
っ
て
居
る
。
門
を
祀
る
理
由
は
已
に
戸
を
祀
る
理
由
を
述
べ
た
こ
こ
ろ
に
、
臆
説
ご
し
て
述

べ
π
か
ら
蕪
に
は
略
す
る
。

　
多
、
祀
る
も
の
と
し
て
は
井
で
あ
る
か
、
行
で
あ
る
か
、
そ
の
何
れ
が
理
に
近
い
か
は
金
葉
の
「
冬
祀

行
辮
」
を
引
い
て
、
巳
に
着
雪
に
於
て
述
べ
た
。
　
鄭
玄
は
行
を
祀
る
ご
信
じ
て
居
る
し
、
古
書
に
は
行

　
　
．
　
　
古
代
支
那
人
崇
葬
の
小
淋
、
勝
に
「
五
祀
］
に
航
い
て
　
，
　
囁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
ご
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三
二

ご
あ
る
も
の
が
多
い
。
今
暫
く
古
書
に
よ
っ
て
行
を
著
る
こ
し
て
、
そ
れ
は
如
何
な
る
理
由
に
よ

る
ε
考
へ
た
か
を
究
め
て
見
や
う
。

　
禮
記
の
月
令
の
鄭
玄
の
注
に
は
「
冬
離
離
寒
瓢
於
水
師
鷲
［
乏
於
行
鴨
」
ご
あ
る
、
行
の
所
在
は
鄭
玄
は
廟

門
外
の
西
に
あ
る
ご
言
っ
て
居
る
、
更
に
祭
法
の
注
に
は
鄭
玄
は
行
は
道
路
工
作
を
肖
る
淋
で
あ

る
と
言
っ
て
居
り
、
儀
禮
の
聰
禮
の
「
繹
雛
幣
予
行
刈
」
　
の
鄭
玄
の
注
に
は
「
告
ゾ
將
レ
行
管
。
行
者
之
先
。
其
古
人

之
三
皇
レ
聞
。
天
子
諸
侯
有
常
繋
馬
在
レ
冬
。
…
・
…
：
－
…
今
時
民
春
秋
祭
魂
行
紳
一
。
古
之
遺
箒
星
」
ご
あ
る
。
　
今

よ
り
族
行
、
外
記
し
や
う
ご
す
る
時
に
告
ぐ
る
赫
で
、
其
は
古
へ
始
め
て
人
類
に
族
行
を
激
へ
た
人

を
記
っ
て
蓮
路
の
紳
ご
し
た
も
の
で
あ
る
。
心
立
の
時
里
美
漢
の
末
期
に
は
春
秋
の
二
期
に
一

般
の
人
民
が
行
紳
を
祭
っ
て
居
っ
た
も
の
こ
見
え
る
。
只
に
生
者
が
族
行
に
際
し
て
祀
る
ば
か

り
で
な
く
。
死
者
が
埋
葬
の
た
め
に
家
を
出
る
時
に
も
之
を
記
っ
て
居
っ
た
。
檀
弓
に
「
及
レ
葬
。
鍛

レ
宗
レ
蹴
行
。
」
ご
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
軍
に
行
に
樹
し
て
記
る
の
み
で
な
く
五
祀
全
禮

を
も
記
つ
だ
の
で
あ
る
。四

次
に
考
へ
ら
る
る
こ
ご
は
如
何
に
し
て
之
を
祀
っ
た
か
で
あ
る
、
月
今
、
自
営
遜
、
呂
氏
春
秋
、
潅
．
南
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子
、
藥
罐
の
濁
断
等
に
は
春
は
戸
、
夏
は
竈
、
六
月
は
中
墨
、
秋
は
門
、
多
は
骨
質
は
行
を
祀
る
こ
し
て
あ

る
が
、
聯
装
此
等
の
五
紳
は
家
の
中
の
紳
で
あ
る
か
ら
、
日
常
、
機
會
の
あ
る
毎
に
禮
拝
供
養
す
べ
き

性
質
の
も
の
で
あ
る
、
前
述
の
祭
は
特
別
の
祭
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
今
其
の
祭
儀
を
月
倉
の
鄭
玄

の
注
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
五
祀
全
騰
に
就
い
て
は
、

　
凡
祭
主
瀧
鱒
於
“
廟
用
㎜
特
性
鱒
有
レ
主
有
レ
戸
。
皆
先
晒
堅
塁
干
奥
司

ε
言
っ
て
居
る
、
特
金
ご
は
特
牛
で
あ
る
、
奥
ご
は
廟
堂
の
奥
で
あ
る
、
然
し
戸
劇
中
露
は
廟
堂
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
》

で
祀
る
が
、
竈
、
門
、
行
は
禰
門
外
で
躍
る
の
で
あ
る
、
主
ご
は
廟
内
に
立
て
融
を
綾
ら
し
む
る
も
の
を

言
ひ
、
戸
ご
は
棘
象
で
、
神
を
依
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
多
く
木
で
作
り
、
後
者
は
家
族
の

幼
者
を
以
て
す
る
。
戸
を
祀
る
禮
に
つ
い
て
は
、

　
祀
レ
謡
扇
禮
。
南
面
設
篇
主
干
車
内
之
西
幻
乃
胴
瓢
脾
及
腎
「
爲
レ
殺
。
莫
出
子
主
審
司
又
設
コ
梅
壷
姐
西
叩
祭
黍
緩
司
祭
レ
肉
。

　
祭
レ
醗
。
皆
三
。
祭
二
士
隠
亡
。
賢
再
。
梅
壷
轍
レ
之
。
更
陳
鼎
狙
輔
設
二
鰻
干
戦
前
凶
迎
レ
戸
。
賂
昌
子
祭
レ
廟
之
騰
馬

竈
を
飛
る
禮
に
つ
い
て
は
．

　
竃
在
昌
廟
門
外
之
熱
川
驚
レ
竈
之
禮
。
主
席
二
海
門
之
奥
一
束
面
。
設
＝
主
於
竈
樫
司
乃
舗
瓢
肺
愚
心
駈
一
爲
レ
懇
。
曾
望
於
霊

　
西
喝
又
設
一
盛
干
粗
南
野
蛮
祭
レ
黍
三
。
祭
肝
心
肝
　
各
｝
。
祭
醗
二
。
亦
既
鑑
識
乏
。
更
陳
二
鼎
避
喝
設
一
冊
子
楚
前
謹

レ
戸
。
如
轟
祀
ノ
戸
之
禮
幻

　
　
　
古
代
支
那
入
崇
舞
の
小
紳
、
特
に
「
五
麗
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
ご
二
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ご
。
中
露
を
瀧
る
禮
は
、

　
記
帳
中
露
　
之
禮
。
設
　
童
於
騙
下
酒
乃
劃
　
心
残
肺
肝
一
爲
レ
姐
。
其
祭
｝
開
心
肺
肝
　
各
｝
。
其
他
皆
如
。
認
レ
戸
之
　
蝶

で
あ
る
、
門
を
記
る
禮
は
、

　
泓
レ
門
之
禮
。
北
面
設
泌
圭
予
門
生
櫃
司
乃
剃
轟
肝
及
肺
心
一
爲
レ
灘
。
翼
二
干
主
南
甲
子
設
…
盛
険
難
早
目
其
他
皆
如
轟
祭

　
竈
乏
醜

ご
、
行
を
祀
る
禮
は
、

　
行
在
二
手
門
外
之
西
口
爲
5
較
壌
一
華
二
寸
。
廣
五
尺
。
輪
四
尺
。
祀
レ
行
之
禮
。
北
面
設
＝
主
幹
載
睡
臥
乃
制
轟
腎
及
脾
一

　
爲
レ
短
。
算
手
主
南
司
又
単
一
盛
期
組
東
叩
祭
レ
肉
。
腎
一
。
脾
再
。
其
他
皆
如
寵
レ
門
之
禮
哺

ご
あ
る
○
　
孔
穎
達
の
疏
に
は
「
零
墨
は
東
西
を
廣
こ
な
し
、
南
北
を
輪
ご
な
す
、
常
に
行
聯
を
魂
る
の

壇
は
則
ち
然
り
。
國
外
に
於
て
修
身
魂
祭
す
る
が
如
き
は
、
其
の
壇
は
路
の
饗
ふ
所
に
随
っ
て
廣

輪
を
爲
し
、
尺
数
同
じ
」
ざ
説
明
し
て
居
る
。
　
察
琶
の
濁
断
に
説
く
所
の
典
禮
は
鄭
玄
の
説
く
と
こ

ろ
に
一
致
し
、
更
に
右
脚
で
あ
る
。
白
虎
通
に
は
五
麗
を
祭
る
牲
に
就
い
て
，
天
子
諸
侯
は
牛
、
卿
大

夫
は
輩
だ
こ
し
、
更
に
二
つ
の
異
説
を
畢
げ
て
居
る
、
其
の
【
は
戸
に
は
龍
、
竈
に
は
難
、
中
露
に
は
豚
、

門
に
は
犬
、
井
に
は
家
、
ご
す
る
説
で
、
今
一
つ
は
中
露
は
牛
、
井
は
魚
、
籐
は
豚
を
用
ふ
る
を
得
な
い
こ

す
る
説
で
あ
る
。
要
す
る
に
電
崇
の
程
度
の
卑
い
紳
々
で
あ
る
か
ら
其
の
祭
儀
は
頗
る
簡
軍
で
、



供
蛎
も
少
な
い
σ

　
恐
ら
く
、
此
等
五
部
を
祭
る
こ
ご
は
入
間
が
…
所
に
定
住
も
て
家
屋
を
建
造
し
、
（
或
は
穴
居
を

な
す
に
至
っ
て
よ
り
、
）
既
に
有
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
圭
こ
し
て
家
庭
生
活
の
安
全
ご
丸
和
ご
を

希
求
す
る
こ
こ
ろ
か
ら
起
つ
た
信
仰
で
あ
ら
う
。
祭
法
に
は
証
會
階
級
に
慮
じ
て
祭
る
融
の
数

に
差
が
あ
る
ご
説
い
た
の
は
，
貧
富
貴
賎
の
差
に
よ
る
禮
の
豊
殺
の
考
へ
か
ら
割
合
し
た
も
の
で
、

翼
相
を
傳
へ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
、
家
庭
生
活
の
安
全
ご
李
和
ご
を
希
求
す
る
の
は
家

庭
を
螢
む
者
の
何
人
も
共
逓
に
有
す
る
希
求
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
五
つ
の
憩
を
肥
る
こ
ご
は

上
は
天
子
よ
り
下
は
庶
入
に
至
る
ま
で
、
凡
そ
家
庭
生
活
を
螢
む
者
の
遍
じ
て
な
し
淀
こ
ご
で
あ

ら
う
○
寧
ろ
下
履
新
誌
ほ
ざ
】
暦
此
等
の
棘
々
に
費
す
る
信
仰
は
深
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　
癒
の
融
た
醗
る
こ
蜜
に
就
い
て
は
先
年
、
狩
野
博
士
が
詳
密
周
到
に
し
て
、
し
か
も
興
味
富
か
な
砺
究
の
獲
喪
が
あ
る
o

ri　e5

古
代
支
那
人
崇
舞
の
小
淋
、
特
に
「
五
祀
」
に
就
い
て

三
五


